
営農経済部からのお知らせ

　作物群の登録とは、「なす」や「キャベツ」のような個々の作物だけでなく、似ている作物同士をまとめた作物群
として「適用作物」にする仕組みです。
　「大作物群」・「中作物群」・「小作物群」・「（個別）作物名」の４つに分類されましたが、農薬ラベルの適用表の「作
物名」欄には、このうちどれか一つが記載されます。
　「作物群」で登録された農薬は、その「作物群」に含まれるすべての作物に使用する事ができます。

「作物群」の分類が大幅に整理・拡充されました。 
新しい作物群登録をきちんと理解して、正しく農薬を使いましょう。

さつまいも、シモンいも
えびいも、たけのこいも、やつがしら、セレベス
じゃがいも
赤かぶ、赤菜、大かぶ、こかぶ、聖護院かぶ、酢茎菜（すぐきな）、
天王寺かぶ、ひのなかぶ（日野菜）、葉だいこん、だいこんな
金時にんじん、西洋にんじん、島にんじん

伏見とうがらし、万願寺とうがらし、鷹峯とうがらし、
ひもとうがらし
ししとうがらし、獅子唐、葵ししとう
大獅子、カリフォルニアワンダー、カラーピーマン、
オランダパプリカ
小松菜
みずな（京菜、水菜、京水菜）、みぶな（壬生菜）
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野菜類

ピーマン及び
とうがらし類

いも類

根菜類

葉菜類

なす科
果菜類

大作物群 中作物群 小作物群 作物名 作物名に含まれる別名、
地方名、品種名等の例

非結球あぶら
な科葉菜類

農薬登録における適用作物分類（例）

１．植物学的に類似性が高いもの。
２．植物の利用部位が同一であること。

♦作物をグループ化する基準
３．作物の形状、表面の状況、重量が大きく異ならないこと。
４．栽培方法、生育時期、生育状態が大きく異ならないこと。

適用作物分類表の変更（大作物群・大グループ名）

食用・飼料用作物
新分類

①果樹類
②穀類
③野菜類
④きのこ類
⑤飼料作物

上記以外
⑥薬用作物
大作物群「野菜類」の適用の
ある農薬を使用できます。

⑦花き類・観葉作物
⑧樹木類
⑨芝

食用・飼料用作物

上記以外

旧分類

①果樹類
②米
③麦類
④雑穀類
⑤野菜類
⑥いも類
⑦豆類（種実）
⑧きのこ類
⑨飼料作物

⑦花き類・観葉作物
⑧樹木類
⑨芝
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